
　株式会社イトーヨーカ堂と関係消費者団体及びもったいないネットワーク福島並びに
県内市町村及び福島県は、地球温暖化の防止と循環型社会の構築に向けて、地球にやさ
しい行動のきっかけとして、以下のとおり協働してレジ袋の削減に取り組みます。

１　株式会社イトーヨーカ堂は、イトーヨーカドー郡山店（食品売場）において、平成21年６月１日から、
レジ袋の無料配布を取り止め、レジ袋削減の取組みを推進します。

２　株式会社イトーヨーカ堂は、マイバッグ等の持参率及びレジ袋削減を図る活動状況等について、定期的
に福島県に報告します。

３　関係消費者団体及びもったいないネットワーク福島は、マイバッグ等の持参によるレジ袋の削減を消費
者に呼びかけ、レジ袋削減・無料配布の取り止めの取組みを拡大します。また、株式会社イトーヨーカ堂
が実施する無料配布の取り止めを始めとしたレジ袋削減の取組みを積極的に支援します。

４　県内市町村及び福島県は、関係消費者団体及びもったいないネットワーク福島と連携して、株式会社
イトーヨーカ堂が実施する無料配布の取り止め等のレジ袋削減の取組みを積極的に支援するとともに、
県民総ぐるみでマイバッグ等の持参、レジ袋の削減を推進するよう、積極的に広報及び啓発を行います。

５　県内市町村において、この協定と同様の趣旨の協定を締結し、又は締結されている場合で、この協定の
内容と重複もしくは競合する部分がある場合には、市町村との協定内容が優先するものとします。
　　協定締結先　　　店舗名（食品売場）　　　レジ袋無料配布取り止め開始日
　　・いわき市　　　イトーヨーカドー平店　　　　平成21年２月１日
　　・福島市　　　　イトーヨーカドー福島店　　　平成21年６月１日

６　本協定の有効期限は本協定締結日より３年間とします。

７　本協定は、協定締結当事者からの申し出に基づき、変更ないし脱退できるものとします。

８　この協定について、疑義が生じた事項又は定めにない事項については、必要に応じて協定締結者で協議
のうえ、定めるものとします。
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